
（お客様用） 発行日　令和02年11月05日

注文書（売買契約書）

車両状態に納得の上、裏面記載の特約条項及び約款に基づき下記の通り注文いたします。

申込日　令和02年11月05日 担当　テスト　ユーザー
買主（注文者）

住所　

氏名　 印

TEL :

売主（販売者）

〒834-0066 

福岡県八女市室岡377-10

　株式会社　ウシジマ

代表取締役　牛島豊晴

TEL：0943-24-1126

【販売車両】

車名 UDトラックス 形状 クレーン付・セルフ 年式 令和元年 6月

型式 テストPB-テストNKR81 車体番号
テストNKR81-

12345678
登録番号 福岡な550

走行距離 205,000km 車検 一時抹消 中古車

車両販売価格 金額 消費税

車両本体価格 1,000,000 100,000

値引き -50,000 -5,000

①整備、架装その他 175,000 17,500

諸費用

②税金等 62,000

③販売諸費用 72,424 7,242

下取車

④下取充当金

小計 1,259,424 119,742

ご注文金額（税込） ￥ 1,379,166

※注文書（売買契約書）にはリサイクル預託金は含まれておりません。

ご請求金額は請求書をご確認の上お支払いをお願いいたします。

【明細】

課

税

分

①整備、架装、その他 消費税

テストA 100,000 10,000

テストB 20,000 2,000

テストC 5,000 500

テストD 50,000 5,000

小計 175,000 17,500

【明細】

非

課

税

分

②税金等

自動車税 10,000

環境性能割 5,000

重量税 20,000

自賠責 25,000

テストE 2,000

小計 62,000

課

税

分

③販売諸費用 消費税

登録手数料 59,091 5,909

車検代行手数料 10,000 1,000

テストF 3,333 333

小計 72,424 7,242

【下取車両明細】

車名

年式

形状

型式

車体番号

走行距離

④下取充当金 消費税

下取車価格

小計



特 約 条 項

この特約条項は、売主（販売者）（以下「甲」という。）及び買主（注文者）（以下「乙」という 。 ）間の自動車売買契約であって、代金を、 2 ヵ月以上にわたり３回以上に分割して支払う場合（以下「割賦販売」と

い う 。 ） に も 、 割 賦 販 売 で な い 場 合 に も 、 共 通 に 適 用 さ れ ま す 。 以 下 、 表 記 記 載 及 び 本 特 約 条 項 に 基 づ く 甲 乙 間 の 売 買 契 約 を 「 本 契 約 」 と い い ま す 。

第 １ 条 （ 申 込 金 ）

乙 は 、 甲 に 対 し 、 注 文 と 同 時 に 所 定 の 申 込 金 を 支 払 う も の と し ま す 。 申 込 金 は 契 約 成 立 後 、 代 金 の 一 部 に 充 当 さ れ 、 契 約 が 成 立 し な か っ た 場 合 は 、  第 ２ 条 に 従 い 返 還 さ れ ま す 。 但 し 、 申 込 金 は 手 付 で は な い

も の と し ま す 。

第 ２ 条 （ 注 文 の 拒 絶 ）

甲 が 注 文 に 応 じ ら れ な い 場 合 、 甲 は 乙 に 速 や か に 通 知 し 、 乙 は こ れ に 対 し 一 切 異 義 を 述 べ な い も の と し ま す 。 こ の 場 合 、 注 文 書 原 本 及 び 申 込 金 は 乙 に 返 還 さ れ ま す 。

第 ３ 条 （ 注 文 の 撤 回 ）

乙 が 注 文 を 撤 回 し た こ と に よ り 、 甲 に 損 害 が 生 じ た 場 合 、 乙 は こ れ を 賠 償 し 、 ま た は 、 甲 は 申 込 金 と 対 等 額 で 相 殺 す る こ と が で き る も の と し ま す 。

第 ４ 条 （ 契 約 の 成 立 時 期 ）

１ ．  本 契 約 の 成 立 日 は 、  下 記 の い ず れ か 早 い 日 と し ま す 。

（ １ ） 自 動 車 の 登 録 が な さ れ た 日 。

（ ２ ） ワ ン ス ト ッ プ サ ー ビ ス ・ シ ス テ ム に よ る 代 行 申 請 の 場 合 、 甲 が 登 録 情 報 処 理 機 関 に 最 終 譲 受 人 を 通 知 し た 日 。

（ ３ ） ワ ン ス ト ッ プ サ ー ビ ス ・ シ ス テ ム に よ る 本 人 申 請 の 場 合 、 甲 が 乙 に 車 台 番 号 を 通 知 し た 日 。

（ ４ ）  注 文 に よ り 甲 が 改 造 、 架 装 、 修 理 に 着 手 し た 日 。

（ ５ ） 甲 が 乙 に 自 動 車 を 引 き 渡 し た 日 。

２ ．  前 項 に 拘 わ ら ず 、 割 賦 購 入 あ っ せ ん 契 約 （ 割 賦 購 入 あ っ せ ん 業 者 と 購 入 者 の 契 約 を い う 。 ） の 場 合 に は 、 そ の 契 約 の 定 め る と こ ろ に よ る も の と し ま す 。

第 ５ 条 （ 代 金 等 の 支 払 い ）

１ ．  乙 は 、 付 帯 費 用 を 自 動 車 の 登 録 日 ま で に 、 自 動 車 代 金 等 （ 現 金 価 格 合 計 ・ 割 賦 手 数 料 及 び 消 費 税 合 計 ） の う ち 頭 金 を 契 約 成 立 日 ま で に 、 ま た 残 代 金 を 自 動 車 と 引 き 換 え に 甲 に 対 し 現 金 で 支 払 い ま す 。

但 し 、 甲 の 承 諾 あ る と き は 、 乙 は 自 動 車 代 金 等 の 支 払 い に つ い て 、 後 払 い ま た は 割 賦 払 い の 方 法 に よ り 若 し く は 手 形 ・ 小 切 手 に よ り 支 払 う こ と が で き ま す 。 こ の 場 合 の 支 払 条 件 及 び 割 賦 金 明 細 は 表 記 の

と お り と し ま す 。

２ ．  乙 は 、 自 動 車 と 引 き 換 え に 、 賦 払 金 の 支 払 い の た め の 手 形 ま た は 銀 行 口 座 引 落 手 続 の 書 類 等 を 甲 に 交 付 し ま す 。

３ ．  下 取 自 動 車 が あ る 場 合 、 下 取 自 動 車 は 、 甲 が 査 定 す る 金 額 （ 以 下 「 下 取 価 格 」 と い う 。 ） を も っ て 自 動 車 代 金 の 支 払 の 一 部 に 充 当 す る た め 、 代 物 弁 済 と し て 甲 に 引 き 渡 し ま す 。 乙 は 、 下 取 自 動 車 に つ

い て 、 第 三 者 の た め の 質 権 、 賃 借 権 そ の 他 の 担 保 権 若 し く は 利 用 権 が な く 、 か つ 、 下 取 自 動 車 に つ き 差 押 え ま た は 公 租 公 課 の 滞 納 等 の 一 切 の 債 務 （ 以 下 「 債 務 等 」 と い う 。 ） が な い こ と を 保 証 し 、 債 務

等 が あ る と き は 、  す べ て 乙 の 責 任 に お い て 処 理 し 、 甲 に 一 切 の 負 担 を か け な い も の と し ま す 。 下 取 自 動 車 に つ い て 甲 が 査 定 し た 後 甲 に 引 き 渡 す ま で の 間 に 、 査 定 額 を 左 右 す る よ う な 状 態 の 変 化 が あ っ た

場 合 は 、 甲 が 再 査 定 し た 価 格 を も っ て 、 下 取 価 格 と し ま す 。

４ ．  乙 は 下 取 自 動 車 及 び 下 取 自 動 車 の 権 利 移 転 に 必 要 な 書 類 を 、 購 入 し た 自 動 車 の 引 渡 日 ま で に 甲 に 引 渡 し ま す 。 下 取 自 動 車 の 引 渡 し に 必 要 な 費 用 は 、 乙 の 負 担 と し ま す 。

第 ６ 条 （ 瑕 疵 担 保 責 任 ・ 保 証 ）

１ ．  自 動 車 が 中 古 車 で あ る 場 合 、 価 格 ス テ ッ カ ー 、 車 両 状 態 説 明 書 若 し く は 整 備 明 細 書 に 記 載 さ れ た 前 使 用 者 の 使 用 態 様 （ 走 行 距 離 等 ） か ら 通 常 生 じ る 瑕 疵 に つ い て は 、 乙 は 一 切 異 議 を 述 べ ず 、 ま た 甲 は

瑕 疵 担 保 責 任 を 負 わ な い も の と し ま す 。

２ ．  前 項 に 拘 わ ら ず 、 乙 は 、 自 動 車 の 引 渡 時 に 、 そ の 外 観 、 装 備 等 に つ き 瑕 疵 が な い こ と を 確 認 す る も の と し 、 何 ら  か の 瑕 疵 が あ る 場 合 は 、 引 渡 し を 終 了 す る 前 に 甲 に 告 知 す る も の と し 、 引 渡 し を 終 了 し

た 後 は 異 議 を 述 べ る こ と が で き な い も の と し ま す 。

３ ．  前 二 項 に 拘 わ ら ず 、 甲 が 保 証 書 を 発 行 し た 場 合 は 、 甲 は こ れ に 従 っ て 保 証 す る も の と し ま す 。

第 ７ 条 （ 所 有 権 移 転 の 時 期 ）

１ ．  甲 は 、 乙 が 本 契 約 上 の 全 て の 債 務 を 完 済 す る ま で 、 自 動 車 の 所 有 権 を 留 保 す る こ と が で き 、 自 動 車 の 所 有 権 は 、 乙 が 本 契 約 上 の 債 務 を 完 済 し た と き に 移 転 す る も の と し ま す 。

２ ．  乙 が 自 動 車 代 金 等 を 完 済 す る 前 に 、 甲 の 書 面 に よ る 承 諾 を 得 て 、 自 動 車 の 所 有 者 名 義 が 乙 に 登 録 さ れ た 場 合 で も 、 そ の 所 有 権 は 甲 に 帰 属 す る も の と し 、 甲 の 請 求 が あ っ た 場 合 は 、 乙 は 、 乙 の 費 用 負 担

で 、 直 ち に 、 甲 に 対 す る 所 有 権 移 転 登 録 を す る も の と し ま す 。

３ ．  乙 が 自 己 以 外 の 者 を 使 用 名 義 人 と 定 め た 場 合 に は 、 甲 が そ の 使 用 名 義 人 に 所 有 権 移 転 登 録 を し て も 乙 は 異 議 な い も の と し ま す 。

第 ８ 条 （ 自 動 車 の 引 渡 時 期 ）

甲 は 、 本 契 約 成 立 後 、 表 記 記 載 の 納 品 予 定 日 ま で に 、 乙 の 自 動 車 代 金 等 の 支 払 い と 引 き 換 え に 自 動 車 を 乙 に 引 き  渡 し ま す 。

第 ９ 条 （ 自 動 車 の 使 用 保 管 ）

乙 が 本 契 約 上 の 債 務 を 完 済 す る ま で は 、 乙 は 善 良 な 管 理 者 の 注 意 を も っ て 自 動 車 を 使 用 し 、 甲 の 事 前 の 書 面 に よ る 承 諾 が な け れ ば 下 記 の 行 為 を し て は な り ま せ ん 。

（ １ ）  自 動 車 に 付 加 さ れ て い る 物 品 の 除 去 そ の 他 原 状 の 変 更 。

（ ２ ）  自 動 車 に 関 し 第 三 者 の た め に 質 権 そ の 他 担 保 権 若 し く は 利 用 権 を 設 定 し 、 ま た は 、 第 三 者 に 譲 渡 す る こ と 。

（ ３ ）  自 動 車 の 保 管 場 所 の 変 更 。

（ ４ ）  前 三 号 の 他 、 自 動 車 に つ い て の 甲 の 権 利 に 影 響 を 及 ぼ す 行 為 。

第  1 0  条 （ 自 動 車 の 現 状 確 認 ）

甲 は 、 必 要 が あ る と 認 め た 場 合 は 、 い つ で も 自 動 車 の 現 状 を 確 認 す る こ と が で き 、 乙 は 、 こ の 確 認 に 協 力 す る も の と し ま す 。

第  1 1  条 （ 自 動 車 修 理 費 用 等 の 費 用 負 担 ）

自 動 車 の 修 理 費 、 公 租 公 課 、 そ の 他 一 切 の 費 用 は 乙 の 負 担 と し 、 甲 が 立 替 え た と き は 、 乙 は 甲 に 対 し 直 ち に こ れ を 支 払 わ な け れ ば な り ま せ ん 。

第  1 2  条 （ 継 続 検 査 に 要 す る 自 動 車 税 納 税 証 明 ）

乙 が 、 自 動 車 の 所 有 権 取 得 前 に 継 続 検 査 を 申 請 す る た め 、 自 動 車 税 の 納 税 証 明 書 の 交 付 を 申 請 す る 場 合 、 乙 は 、 あ ら か じ め 文 書 に よ る 甲 の 承 諾 を 受 け な け れ ば な り ま せ ん 。

第  1 3  条 （ 損 害 保 険 契 約 締 結 ）

乙 は 、 債 務 を 完 済 す る ま で 、 自 動 車 に つ い て 、 甲 が 承 諾 す る 損 害 保 険 に 加 入 す る も の と し ま す 。 保 険 事 故 が 発 生 し た 場 合 、 甲 は 保 険 会 社 か ら 保 険 金 を 受 領 し 、 弁 済 期 限 如 何 に 拘 わ ら ず 、 こ れ を 甲 に 対 す る 乙

の 債 務 の 弁 済 に 充 当 す る こ と が で き る も の と し ま す 。

第  1 4  条 （ 暴 力 団 等 反 社 会 的 勢 力 と の 取 引 拒 否 ）

甲 は 、 暴 力 団 、 暴 力 団 員 、 暴 力 団 関 係 企 業 ・ 団 体 ま た は こ れ ら の 密 接 交 際 者 、 及 び 過 去 に 民 事 ・ 行 政 問 題 等 に 関 し 違 法 な 行 為 ・ 不 当 な 要 求 行 為 を 行 っ た 履 歴 の あ る 者 な ど （ 以 下 「 暴 力 団 等 反 社 会 的 勢 力 」 と

い う 。 ） と の 取 引 を 拒 否 す る も の と し ま す 。

第  1 5  条 （ 期 限 の 利 益 喪 失 ）

１ ．  乙 に お い て 、 下 記 各 号 の 一 に 該 当 す る 事 由 が 生 じ た と き は 、 乙 は 自 動 車 代 金 等 の 期 限 の 利 益 を 失 い 、 甲 に 対 し て 残 存 債 務 並 び に 遅 延 損 害 金 を 直 ち に 支 払 わ な け れ ば な ら ず 、 か つ 、 甲 に 自 動 車 を 引 渡

さ  な け れ ば な ら な い も の と し ま す 。

（ １ ）  乙 が 本 契 約 に 定 め る 支 払 を 怠 り 、 相 当 の 期 間 を 定 め た 書 面 に よ る 甲 の 催 促 に 拘 わ ら ず そ の 支 払 い を し な い と き 。

但 し 、 自 動 車 の 購 入 が 乙 に と っ て 商 行 為 で あ る 場 合 は 、 本 契 約 に 定 め る 支 払 い を  1  回 で も  怠 っ た と き 。

（ ２ ） 支 払 停 止 と な り 、 公 租 公 課 の 滞 納 に よ る 差 押 え を 受 け 、 仮 差 押 え 、 仮 処 分 、 強 制 執 行 、 競 売 の 申 立 て を 受 け た と き 。

（ ３ ） 破 産 、 民 事 再 生 、 会 社 更 生 、 ま た は 特 別 清 算 手 続 開 始 の 申 立 て が あ り 、 ま た は 解 散 す る と き 。

（ ４ ）  監 督 官 庁 よ り そ の 営 業 許 可 の 取 消 し を 受 け 、 ま た は 営 業 を 停 止 し 、 若 し く は 廃 止 し た と き 。

（ ５ ）  失 踪 宣 告 若 し く は 刑 事 上 の 訴 追 （ 但 し 、 信 用 に 関 し な い も の は 除 く  。 ）  を 受 け 、 ま た は 後 見 、 保 佐 若 し く は 補 助 開 始 の 審 判 を 受 け た と き 。

（ ６ ）  自 動 車 に つ き 、 著 し い 破 損 、 滅 失 、 盗 難 、 紛 失 等 の 事 故 が 生 じ 、 ま た は 、 第 三 者 が 甲 に 優 先 す る 権 利 を 取 得 し た と き 。

（ 但 し 、 甲 が 認 め る 代 担 保 を 提 供 し た 場 合 は 除 く  。 ）

（ ７ ）  本 契 約 以 外 の 甲 に 対 す る 金 銭 債 務 を 甲 の 催 促 期 限 内 に 支 払 わ な い と き 。

（ ８ ）  保 証 人 に つ き 本 項 第  2  号 乃 至 第  5  号 の い ず れ か の 事 由 が 生 じ 、 か つ 、 甲 が 認 め る 代 担 保 を 乙 が 提 供 し な い と き 。

（ ９ ）  暴 力 団 等 反 社 会 的 勢 力 で あ る と 判 明 し た と き 。

（ 1 0 ）  そ の 他 本 契 約 の 条 項 に 違 反 し た と き 。

２ ．  甲 は 、 前 項 に よ り 乙 か ら 引 渡 し を 受 け た 自 動 車 を 第  2 0  条 に よ る 評 価 額 を も っ て 乙 の 甲 に 対 す る 残 債 務 の 弁 済 に 充 当 す る こ と が で き る も の と し ま す 。 こ の 場 合 、 自 動 車 の 回 収 及 び こ れ を 処 分 す る ま で

の 間 の 保 管 に 要 し た 費 用 は 乙 の 負 担 と し ま す 。

第  1 6  条 （ 遅 延 損 害 金 ）

乙 が 債 務 の 支 払 い を 怠 っ た と き は 、 甲 に 対 し 、 支 払 期 日 の 翌 日 か ら 完 済 日 ま で 、  法 定 利 率 の 割 合 に よ る 遅 延 損 害 金 を 支 払 う も の と し ま す 。

第  1 7  条 （ 甲 に よ る 本 契 約 の 解 除 ）

第  1 5  条 第 １ 項 各 号 の 一 に 該 当 す る 事 由 が あ る と き は 、 甲 は 催 促 し な く て も 本 契 約 を 解 除 す る こ と が で き ま す 。 契 約 が 解 除 さ れ た と き は 、 乙 は 甲 に 対 し 、 直 ち に 表 記 自 動 車 代 金 等 に 相 当 す る 額 の 損 害 賠 償 金 及

び こ れ に 対 す る 法 定 利 率 に よ る 遅 延 損 害 金 を 支 払 わ な け れ ば な り ま せ ん 。 但 し 、 下 記 各 号 に 該 当 す る 場 合 、 甲 は そ の 金 額 を 損 害 賠 償 金 の 支 払 い に 充 当 す る も の と し ま す 。

（ １ ） 乙 が 甲 に 頭 金 及 び 残 代 金 の 一 部 を 既 に 支 払 っ て い る と き は そ の 合 計 額 。

（ ２ ） 自 動 車 が 返 還 さ れ た 場 合 、 第  2 0  条 に 従 い 算 出 さ れ る 評 価 額 相 当 額 か ら 自 動 車 の 回 収 費 用 を 除 い た 額 。

第  1 8  条 （ 乙 に よ る 本 契 約 の 解 除 ）

乙 は 、 見 本 、 カ タ ロ グ 等 に よ っ て 購 入 の 申 込 み を し た 場 合 、 引 渡 さ れ た 自 動 車 が そ れ と 相 違 し 、 そ の 補 修 、 取 替 が 不 可 能 な と き は 、 引 渡 し が 終 了 す る ま で は 、 甲 に 対 す る 書 面 に よ る 通 知 の 上 契 約 を 解 除 す る

こ と が で き る も の と し 、 解 除 し た 場 合 に 甲 に 対 し 遅 延 な く 自 動 車 を 引 き 渡 す も の と し ま  す 。

第  1 9  条 （ 付 加 物 件 の 引 渡 し ）

第  1 5  条 第 １ 項 に よ り 甲 が 乙 よ り 自 動 車 の 引 渡 し を 受 け る 場 合 に 自 動 車 に 付 加 さ れ ま た は 残 置 さ れ た 物 件 が あ る 場 合 は 、  乙 は か か る 物 件 に 対 す る 所 有 権 を 放 棄 し た も の と み な し 、 甲 は 任 意 に 、 乙 の 費 用 負 担

で 、 こ れ を 処 分 で き る も の と し ま す 。

第  2 0  条 （ 引 渡 自 動 車 の 査 定 ・ 評 価 ）

第  1 5  条 第 １ 項 に よ り 乙 が 甲 に 引 渡 し た 自 動 車 は 、 財 団 法 人 日 本 自 動 車 査 定 協 会 に よ る 査 定 、 そ の 他 公 正 な 機 関 に よ り 評 価 す る も の と し ま す 。 評 価 費 用 は 乙 の 負 担 と し ま す 。

第  2 1  条 （ 変 更 事 項 の 通 知 ）

１ ．  乙 ま た は 保 証 人 が そ の 住 所 、 氏 名 、 商 号 、 若 し く は 営 業 の 目 的 を 変 更 し 、 ま た は 自 動 車 の 登 録 事 項 若 し く は 保 管 場 所 に 変 更 が あ っ た と き は 、 乙 ま た は 保 証 人 は 甲 に 対 し 、 直 ち に そ の 旨 を 書 面 に よ り 通

知 し な け れ ば な り ま せ ん 。

２ ．  甲 は 表 記 の 住 所 、 氏 名 （ ま た は 前 項 に よ る 変 更 後 の 住 所 及 び 氏 名 ）  宛 に 乙 に 対 し て 発 送 し た 郵 便 物 は 、 通 常 到 達 す る 時 期 に 到 達 し た も の と み な し ま す 。

第  2 2  条 （ 保 証 人 の 連 帯 保 証 等 ）

１ ．  保 証 人 は 、 本 契 約 に 基 づ く 乙 の 一 切 の 債 務 を 保 証 し 、 乙 と 連 帯 し て 、 か つ 保 証 人 相 互 の 間 に お い て も 連 帯 し て 債 務 を 履 行 す る も の と し ま す 。

２ ．  担 保 の 有 無 、  増 減 、 変 更 そ の 他 担 保 物 権 の 瑕 疵 、 共 同 保 証 人 の １ 人 に 対 す る 債 務 の 免 除 が あ っ た 場 合 で も 、 保 証 人 は 、 こ れ に 基 づ く 免 責 の 主 張 、 損 害 賠 償 の 請 求 は 一 切 し な い も の と し ま す 。

第  2 3  条 （ 公 正 証 書 の 作 成 ）

乙 及 び 保 証 人 は 、 甲 が 要 求 し た と き は 乙 ま た は 保 証 人 の 負 担 に よ り 、 金 銭 債 務 不 履 行 の と き は 直 ち に 強 制 執 行 を 受 け て も 異 議 な い 旨 の 強 制 執 行 認 諾 文 言 を 付 し た 公 正 証 書 を 作 成 す る こ と を 承 諾 し ま す 。

第  2 4  条 （ 信 用 情 報 機 関 へ の 登 録 と 利 用 の 同 意 ）

乙 及 び 保 証 人 は 、 本 注 文 に 関 す る 客 観 的 な 取 引 事 実 に 基 づ く 信 用 情 報 が 、 甲 の 加 盟 す る 信 用 情 報 機 関 に ７ 年 を 超 え な い 期 間 登 録 さ れ る こ と 、 並 び に 当 該 機 関 及 び 当 該 機 関 と 連 携 す る 信 用 情 報 機 関 に 登 録 さ れ

た 情 報 （ 既 に 登 録 さ れ て い る 情 報 を 含 む 。 ） が 、 乙 及 び 保 証 人 の 支 払 い 能 力 に 関 す る 調 査 の た め 当 該 機 関 の 加 盟 会 員 ま た は 当 該 機 関 と 提 携 す る 信 用 情 報 機 関 の 加 盟 会 員 に よ っ て 利 用 さ れ る こ と に 同 意 す る も の

と し ま す 。

第  2 5  条 （ 債 務 の 履 行 地 及 び 管 轄 裁 判 所 の 合 意 ）

本 契 約 に 関 す る 乙 の 債 務 の 履 行 地 は 、 甲 の 本 店 ・ 支 店 ま た は 営 業 所 と し 、 本 契 約 に 関 連 す る 紛 争 は 、 乙 が 自 動 車 を 購 入 し た 甲 の 本 店 ・ 支 店 ・ 営 業 所 の 所 在 地 を 管 轄 す る 裁 判 所 を 専 属 的 管 轄 に 服 す る こ と に 同

意 し ま す 。

以 上

[個人情報の取り扱いについて]
甲は、本注文書（売買契約書）に記載の乙、登録名義人及び連帯保証人の住所、氏名及び登録番号等の各個人情報（以下「個人情報」という 。 ） を、甲の自動車関連事業における下記の利用目的のために使用します。

（ １ ） 車 両 販 売 、 定 期 点 検 、 車 検 、 そ の 他 整 備 及 び 保 険 等 に お け る 顧 客 管 理

（ ２ ） 車 両 販 売 、 定 期 点 検 、 車 検 、 そ の 他 整 備 及 び 保 険 満 期 の ご 案 内 （ 郵 便 、 電 話 、 電 子 メ ー ル 等 の 方 法 に よ る ） の 提 供  

（ ３ ） 商 品 及 び サ ー ビ ス 並 び に 各 種 イ ベ ン ト 、 展 示 会 、 キ ャ ン ペ ー ン 等 の 開 催 に つ い て の ご 案 内 （ 郵 便 、 電 話 、 電 子 メ ー ル 等 の 方 法 に よ る ） の 提 供

（ ４ ） 商 品 開 発 及 び サ ー ビ ス 向 上 の た め の 各 種 ア ン ケ ー ト の 実 施

（ ５ ） そ の 他 上 記 に 付 随 、 関 連 す る 業 務 を 遂 行 す る 目 的

甲 は 、 個 人 情 報 を 、 運 輸 局 へ の 登 録 及 び 顧 客 管 理 の た め に 仕 入 元 会 社 及 び そ の 製 造 事 業 者 に 電 子 デ ー タ 又 は 書 面 の 郵 送 等 の 手 法 に よ り 提 供 し ま す 。 提 供 を 希 望 し な い 場 合 は 甲 へ そ の 旨 を 申 し 出 て く だ さ い 。  


